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（別紙３－１） 

イ号物件及びロ号物件説明書 

 

１． イ号物件及びロ号物件は，「ハウジング（１２）」と「副組立体（４０）」

とを備えており，これらがねじによって止められている（図１および４参照）。

「副組立体（４０）」は「電動機（４２）」と「減速機構（４４）」とこれら

を収容する副組立体ハウジングと出力軸を備えており，「電動機（４２）」の

回転が「減速機構（４４）」によって減速されて出力軸に伝達されて出力さ

れる（図１参照）。 

「減速機構（４４）」は，遊星歯車機構と歯車列によって構成され，副組

立体ハウジング（図示なし）の内部に設置されている。「減速機構（４４）」

の減速比（「電動機（４２）の回転数と「副組立体（４０）」の出力軸の回転

数の比）は，１３４．４：１となっている。 

 

２． 「副組立体（４０）」を構成する「電動機（４２）」と「減速機構（４

４）」は，「電動機（４２）」の「出力軸（４６）」に形成された歯車と減速機

構を構成するギアとが噛み合った状態で互いに接続された状態で副組立体

ハウジングに収容されており，両者は一体となって動作する。このため，「電

動機（４２）」と「減速機構（４４）」を別々に操作することはできない。 

また，ねじ（図４参照）のそれぞれは，副組立体ハウジングに形成された

２つのねじ穴と「ハウジング（１２）」のキャリパハウジングに形成された

ねじ穴に入り込み，これにより，「副組立体（４０）」は，「ハウジング（１

２）」にねじ止めされる。 

 

３． 「ハウジング（１２）」のキャリパハウジングの内部に一対のブレー

キパットが設けられており，これらブレーキパッドが車輪のディスクホイー
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ルに取り付けられたプレート部を挟むことで，車輪の回転が制動される。 

 

４． 「ハウジング（１２）」のキャリパハウジングの内部には，シリンダ

部，スピンドル（２６），ナット（３０）及びブレーキピストン（１８）が

設けられている。副組立体（４０）の出力軸はスピンドル（２６）に結合さ

れており，出力軸の回転に伴いスピンドル（２６）が回転する。ナット（３

０）はスピンドル（２６）の外側に設けられ，スピンドル（２６）に形成さ

れたねじ部と螺合している（以上につき，図２および３参照）。 

「ブレーキピストン（１８）」は円筒状に形成され，一方のブレーキパッド

と接触している。 

 

５． また，「ナット（３０）」の外側に形成された突起が「ブレーキピスト

ン（１８）」の内周面に形成された溝に入り込んでおり，これにより「ナッ

ト（３０）」は「ブレーキピストン（１８）」に対して回転不能となるように

配置される（図３参照）。「スピンドル（２６）」が回転すると，これに螺合

する「ナット（３０）」が「ブレーキピストン（１８）の中心軸線（Ａ）」に

沿って図１の右方向に移動し，「ブレーキピストン（１８）」を「ブレーキピ

ストン（１８）の中心軸線（Ａ）」に沿って図１の右方向に押し出す。これ

により，「ブレーキピストン（１８）」がブレーキパッドを付勢し，車輪が制

御される。 

一方，「電動機（４２）」の出力軸を逆回転させ（「スピンドル（２６）」

を逆回転させ）ると，「ナット（３０）」が「ブレーキピストン（１８）の中

心軸線（Ａ）」に沿って，図１の左方向へと移動する。これにより，「ブレー

キピストン（１８）」によるブレーキパッドへの付勢が解除されるため，車

輪の制動も解除される。 

このように，「電動機（４２）」の出力軸の回転により，「ナット（３０）」
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（及び「ブレーキピストン（１８）」）は「ブレーキピストン（１８）の中心

軸線（Ａ）」に沿って移動する。 

 

６．シリンダ部には「液圧室（１６）」が設けられており，ブレーキ液が満

たされている。運転者が手動のブレーキ操作を行うと，図示しない液圧式加

圧装置からのブレーキ液圧が「液圧室（１６）」に供給され，「ブレーキピス

トン（１８）」のみを「ブレーキピストン（１８）の中心軸線（Ａ）」に沿っ

て図１の右方向に押圧する（「ナット（３０）」は移動しない）。これにより，

ブレーキパッドが「ブレーキピストン（１８）」によって付勢され，車輪が

制動される。  
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【図１－１】 

（甲第３号証の２の図１から転載。なお，「減速歯車（４４）」は「減速機構

（４４）」の誤記である。） 
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【図１－２】 

（甲第２８号証図１から転載。） 
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【図２－１】 

（甲第３号証の２の図２から転載。） 
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【図２－２】 

（甲第２８号証図２から転載。） 
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【図３－１】 

（甲第３号証の２図３から転載。） 
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【図３－２】 

（甲第２８号証図３から転載。） 
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【図４－１】 

（甲第３号証の２図４から転載。） 
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【図４－２】 

（甲第２８号証図４から転載。） 

 


